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　督促状の送達

　延滞金の加算

　納期限を過ぎると、本税のほかに、延滞金を納め
ていただきます。利率と計算式は下記のとおりです。

　滞納処分（財産の差し押さえ）

　地方税法では、督促状を送付した日から起算して、10日を
経過した日までに完納していただかないときは滞納者の財産
を差し押さえなければならないとされています。貴重な市税
を有効に使うためにも、自主的に期限内に納めていただきま
すよう、お願いします。
　なお、市では長野県と「滞納整理に関する協定」を締結し、
県職員と協力して、滞納者に対して預貯金、給与、不動産な
どの差し押さえを行っています。また、本年４月から、長野
県地方税滞納整理機構へ滞納案件の一部を移管し、より一層、
滞納処分の強化を図っていきます。（左ページ上段参照）

取扱金融機関：㈱八十二銀行、中野市農協、
北信州みゆき農協、長野信
用金庫、㈱長野銀行、長野
県信用組合、長野県労働金
庫、ゆうちょ銀行

★納め忘れがないように、安全、便利、
確実な「口座振替」をお勧めします！

■延滞金

※年率14.6％の割合でかかります。ただし、納期
限の翌日から１カ月を経過する日までの期間は
年率4.3％（平成23年中の場合）。

■平成23年中の計算式

　延滞金＝次の（１）＋（2）
（１）最初の１カ月
　本税×１カ月までの延滞日数×0.043÷365日
（2）１カ月を超える期間
　本税×１カ月以降の延滞日数×0.146÷365日
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車　種 問い合わせ・手続き先

1２５㏄以下の原動機付自転車、小型
特殊自動車、５0㏄以下のミニカー

市役所市民課窓口係 ☎（２２）２１１１（内線２３６）

豊田支所地域振興課市民生活係 ☎（３８）３１１１（内線１３１）

1２５㏄超～ ２５0㏄以下の二輪車 ㈳全国軽自動車協会連合会
長野県事務取扱所 ☎０２６（２４３）１９６７

２５0㏄超の二輪車 北陸信越運輸局長野運輸支局 ☎０５０（５５４０）２０４２
三輪車、四輪車 軽自動車検査協会長野事務所 ☎０２６（２４４）４５６３
※二輪車（1２５cc 超）、三輪車、四輪車は、長野県自家用自動車協会中高支部（中野警察署内）にて代行で手続きができます。
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県内すべての市町村と県が協力して、大口または徴収
が困難な滞納事案を専門的に処理する広域連合です。

～平成23年４月１日業務開始～

　長野県地方税滞納整理機構
では、正しく納税していただ
いている方と、そうでない方
との公平性を保つため、４月
１日から、左図の業務を行っ
ていきます。

問い合わせ先
長野県行政改革課地方税共
同化準備室（３月31日まで）
☎０２６（２３５）７０３０
長野県地方税滞納整理機構

（４月１日以降）
☎０２６（２８５）０１１１

●土地、建物などの不動産、給与、
売掛金、自動車といった財産を所
有しているか徹底的に調査します。
●滞納者の自宅や事業所得などを捜
索し、貴金属や絵画など、差し押
さえ可能な財産の発見に努めます。

●調査や捜索により財産を発見した
ときは直ちに差し押さえを行い、
必要な債権確保を図ります。
●差し押さえ財産は、インターネット
公売などの方法で可能な限り金銭
に換え、滞納金の徴収に努めます。

　納期限を過ぎても納付していただかないときは、
納期限後２0日以内に督促状を送付します。
　この場合、督促手数料（100円）が加算されます。

▼中野市における財産の差し押さえ状況
区 分 21年度 20年度 19年度
預 金 164件 1２4件 8２件
給 与 1２件 13件 ２3件
その他の
債 権 33件 13件 13件

動 産 ４件 ５件 ４件
不 動 産 66件 ５５件 3２件
計 ２79件 ２10件 1５4件

市税に関するご相談はお早めに市役所税務課へ【☎（22）2１１１】
○市県民税・国民健康保険税・軽自動車税…課税係（内線22５）
○固定資産税・都市計画税・償却資産　　…資産係（内線22６）
○市税の納付・口座振替・インターネット公売…収納係（内線22７）

　　税務課ホームページ：http://www.city.nakano.nagano.jp/city/zeimu/ index.htm

インターネット公売随時実施中インターネット公売随時実施中
　インターネット公売とは、各行政機関が滞納者から差し
押さえた財産を、インターネットを利用し、国税徴収法な
どに基づき売却（公売処分）する手続きの一部です。
中野市インターネット公売ホームページ
http://www.city.nakano.nagano.jp/koubai/index.html


